
2025年5月発行

目次 2
4
6
9
9
9
9
10
10
10
10

第23回 赤村議会3月定例会
第23回 赤村議会定例会採決の状況
一般質問
令和7年 田川地区広域環境衛生施設組合議会 第1回定例会
令和7年 田川郡東部環境衛生施設組合議会 第1回定例会
令和7年 第１回福岡県田川地区消防組合議会定例会
令和7年 第１回田川地区斎場組合議会定例会、出席行事
全国町村議会議長会及び福岡県町村議会議長会自治功労者表彰
赤村監査委員視察研修
福岡県町村監査委員協議会総会
福岡県町村監査委員協議会表彰
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可

　
　
　
　決

承

　認

議案等
番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　1,100,000千円を増額し、歳入歳出それぞれ6,384,566千
円とするもの。
　補正の主な内容は、ふるさと納税寄附金事業の増。
　歳入は、ふるさと納税寄附金。

専決処分の承認を求めること
について〔令和6年度赤村一般
会計補正予算（補正第6号）〕

承 認
第 1 号

　令和7年3月31日付けの田川地区清掃施設組合及び下田川清
掃施設組合の解散に伴う田川郡町村公平委員会を共同設置する
関係団体の減少並びに本規約改廃時における福岡県への届出に
関する規定の追加等、本規約の変更について、地方自治法の規
定により、関係団体の協議により定める必要があるため、議会の
議決を求めるもの。

田川郡町村公平委員会共同設
置規約の一部を改正する規約
の制定について

議 案
第 5 号

　令和7年3月31日を限り、下田川清掃施設組合が解散されるこ
とに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
団体の数を減少し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更す
るため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。

福岡県市町村職員退職手当組
合を組織する地方公共団体の
数の減少及び福岡県市町村職
員退職手当組合規約の変更に
ついて

議 案
第 6 号

　前ガ原団地造成工事について、工事請負の予定価格が5,000万
円を超えるため、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する条例の規定により議会の議決を求
めるもの。

前ガ原（B）団地造成工事（2次）
請負契約の締結について

議 案
第 7 号

　刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布に
より、刑法等の一部を改正する法律の施行日が令和7年6月1日と
されたことに伴い、本条例を制定し、関係条例の整理を行うもの。
　内容としては、従来の刑罰である懲役及び禁錮が廃止され、拘
禁刑となることに伴い関係条例の規定文中「懲役」及び「禁錮」
を「拘禁刑」に改めるもの。

刑法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例の制定について

議 案
第 9 号

　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する
法律が令和7年4月1日に施行されることに伴い、この改正を行う
もの。
　内容としては、介護による離職防止のため、仕事と介護の両立
支援制度強化を図るもの。

赤村職員の勤務時間、休暇等
に関する条例及び赤村一般職
の職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正する条例の
制定について

議 案
第10号

　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が
令和7年4月1日から施行されることに伴い、一般職に係る諸手
当等に関する規定の整理を行うもの。
　内容としては、①配偶者に係る手当の廃止等に伴う扶養手当の
改正②地域区分の大くくり化に伴う地域手当の改正③住居手当
（持ち家分）の廃止④管理職に対する処遇確保に伴う管理職員特
別勤務手当の改正を行うもの。

赤村一般職の職員の給与に関
する条例及び地方公務員法の
一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する
条例の一部を改正する条例の
制定について

議 案
第11号

　道路法の規定に基づき、村道路線の認定にあたり、議会の議決
を求めるもの。
　内容は、相模～中原線及び相模住宅線の道路新設

村道路線の認定について
議 案
第 8 号

第23回　赤村議会3月定例会 期日/令和7年3月5日～11日

　令和7年　第23回赤村議会3月定例会は、3月5日に招集及び開会し、議長報告、村長報告、村事務報告、教育委員会
事務報告、村長施政方針演説及び一般質問が行われた後に、専決処分に関する案件１件、規約の変更に関する案件2件、
契約の締結に関する案件１件、村道路線に関する案件１件、条例制定に関する案件１件、条例の一部改正に関する案件
5件、補正予算4件、当初予算5件、議員発議１件、合計21案件が提出され、慎重審議を行った結果、全案件承認及び
可決して3月11日に閉会しました。

　会計年度任用職員の給与について、赤村一般職の職員の給与に
関する条例に規定する条文を準用することにより、給与の適切な
管理及び事務の効率化を図るため、この改正を行うもの。

赤村会計年度任用職員の給与
及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例の制定に
ついて

議 案
第12号

　入学時における家庭への支援を拡充することにより、子育て世
代の経済的負担を軽減するための改正を行うもの。

赤村子育て支援金条例の一部
を改正する条例の制定について

議 案
第13号
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議案等
番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の
一部を改正する政令が令和6年12月27日に公布されたことに伴
い、この改正を行うもの。

赤村非常勤消防団員に係る退
職報償金の支給に関する条例
の一部を改正する条例の制定
について

議 案
第14号

　54,824千円減額し、歳入歳出それぞれ350,256千円とする。
　主な補正内容は、医療費動向による減額。歳入においても、
それに伴う県交付金等の減額。

令和6年度赤村国民健康保険
特別会計補正予算（補正第4
号）

議 案
第16号

　23千円減額し、歳入歳出それぞれ59,981千円とする。
　主な補正内容は、広域連合の負担金確定に伴う保険料負担金
増額及び基盤安定負担金の減額。歳入においてもそれに伴う、
保険料の増額並びに繰入金の減額。

令和6年度赤村後期高齢者医
療特別会補正予算（補正第1号）
　

議 案
第17号

（収益的収支）水道事業を運営するための予算
　支出は1,461千円の増額。主な内容は、電気料、水道管修繕
料の増によるもの。
（資本的収支）施設の整備や更新のための予算
　収入は、66，080千円の増額。内容は、基金繰入金の増によ
るもの。
　支出は、38千円の増。内容は、職員給与の増。

令和6年度赤村簡易水道事業
会計補正予算（補正第3号）

議 案
第18号

　歳入歳出予算総額それぞれ7,009,984千円で、前年度比
65.40％増、2,771,893千円の増額。
主な内容は、

令和7年度赤村一般会計予算議 案
第19号

　46,228千円減額し、歳入歳出それぞれ6,338,338千円とする。
　補正の主な内容は、人事異動に伴う増減、物価高騰対応家電
購入費補助金の増、県営ため池等整備事業費負担金の増、林道
大谷～伏原線用地測量業務委託料の増、田川地区消防組合負担
金の増、各事業確定及び精査に伴う事業費の減、財政調整基金
及び減債基金、庁舎等整備基金への積立。
　歳入は、地方特例交付金、デジタル基盤改革支援補助金等国
庫支出金、社会資本整備総合交付金等の特定財源、基金繰入金、
村債の一般財源。

令和6年度赤村一般会計補正
予算（補正第7号）

議 案
第15号

1款：
2款：

3款：

4款：

6款：

備品購入費の減
集会施設改修事業補助金の増、自治体情報システム標
準化業務委託費の増、社会保障・税番号制度システム
改修業務委託費の増、自治体クラウドシステム賃借料の
増、住民基本台帳ネットワークシステム機器購入費の増、
自転車用ヘルメット購入費補助金の増、ふるさと納税寄
附金事業の増、源じいの森温泉機械室ろ過ユニット取
替、機械室真空ヒーター取替、脱衣室空調取替工事及
び源じいの森ほたる館ボイラー取替工事の増、物価高
騰対応リフォーム改修費補助金、収滞納システム改修業
務委託料の増、戸籍振り仮名職権記載対応業務委託費、
戸籍振り仮名通知対応（コールセンター委託及び通知発
送）業務委託費の増、参議院議員通常選挙費及び村長
村議会議員一般選挙費の増、国勢調査に伴う経費の増
配食サービス事業業務委託費の増、重度障がい者及び
子ども医療費の増、障がい者福祉システム導入委託費
の増、児童手当の増、小中学校入学祝金の増
出産・子育て応援交付金事業の減・妊婦支援給付金事
業の増、保健センター高圧ケーブル取替工事の増、運
動機能向上器具購入費用の増、大任町し尿・じん芥処理・
埋立処分施設建設事業負担金及び広域環境衛生施設組
合負担金の増、田川郡東部環境衛生施設組合負担金の
減、簡易水道事業会計繰出金の減
有機農業研究ほ場搬入路舗装工事及び赤村ライスセン
ター貯留槽屋根改修工事費の増、水田農業担い手機械
導入支援事業費補助金の増、新規就農者育成総合対策
事業費の減、地蔵の木地区農道舗装工事費及び大原地
区分水路改良事業の増、特産物センターパン工房備品
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番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　歳入歳出予算総額それぞれ353,334千円で、前年度比
11.58％減、46,292千円の減額。
　主な内容は、被保険者の減少に伴う保険料等の減。歳入につ
いては、県支出金等の減。

令和7年度赤村国民健康保険
特別会計予算

議 案
第20号

　歳入歳出それぞれ19,271千円で、前年度比7.06％減、
1,463千円の減額。
　主な内容については、貸付金元利収入に伴う前年度繰上充用
金の減。

令和7年度赤村住宅新築資金
等貸付事業特別会計予算

議 案
第21号

　歳入歳出それぞれ62,649千円で、前年度比4.41％増、
2,645千円の増額。
　主な内容は、保険料試算額増に伴う、広域連合への納付金の増。
歳入については、医療保険料の特定財源。

令和7年度赤村後期高齢者医
療特別会計予算

議 案
第22号

（収益的収支）水道事業を運営するための予算
　収入100,443千円で、前年度比11.1％増
　支出97,764千円で、前年度比9.6％増
　主な内容は、水道管修繕料、浄水場等の水道施設維持管理委
託料となっている。
（資本的収支）施設の整備や更新のための予算
　収入112,920千円で、前年度比11.9％減
　支出144,540千円で、前年度比4.7％増
　主な内容は、水道管布設替工事、送水ポンプ改修工等の水道
施設改修工事となっている。

令和7年度赤村簡易水道事業
会計予算

議 案
第23号

令和7年度赤村一般会計予算
議 案
第19号

8款：

9款：
10款：

12款：

購入費の増、国土調査事業費の減、岩石トンネル定期点
検委託業務の増
公用車購入費の増、辺地対策事業費及び過疎対策事業費
の減、前ガ原団地及び小柳団地建設事業費の増
田川地区消防組合負担金の増、消防操法大会事業費の増
小中学校一貫型赤小学校・赤中学校建設事業費の増、コ
ミュニティ広場手すり設置工事費の増
地方債繰上償還金の増

　「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタ
ル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」の改正が令和6年6月7日に行われ、この改正に対応す
るとともに、所要の規定の整備のため改正を行うもの。

赤村議会の個人情報の保護に
関する条例の一部を改正する
条例の制定について

発 議
第 1 号

○…賛成　×…反対　欠…欠席第23回 赤村議会定例会採決の状況

議　　　案　　　名番　号
春
本
敏
典

大
場
信
司

馬
田
和
博

佐
武
富
實

原

　隆
康

小
林

　慧

大
場
謙
一

中
村
勇
紀

春
本
雪
夫

議　　員　　の　　賛　　否

○承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専決処分の承認を求めることについて〔令和
6年度赤村一般会計補正予算（補正第6号）〕

承 認
第 1 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
田川郡町村公平委員会共同設置規約の一部
を改正する規約の制定について

議 案
第 5 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福岡県市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び福岡県市町村
職員退職手当組合規約の変更について

議 案
第 6 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○前ガ原（B）団地造成工事（2次）請負契約の
締結について

議 案
第 7 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○村道路線の認定について
議 案
第 8 号

結

　
　果
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議　　　案　　　名番　号
春
本
敏
典

大
場
信
司

馬
田
和
博

佐
武
富
實

原

　隆
康

小
林

　慧

大
場
謙
一

中
村
勇
紀

春
本
雪
夫

議　　員　　の　　賛　　否

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例の制定について

議 案
第 9 号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村職員の勤務時間、休暇等に関する条例及
び赤村一般職の職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

議 案
第10号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

赤村一般職の職員の給与に関する条例及び
地方公務員法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

議 案
第11号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

議 案
第12号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支
給に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

議 案
第14号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村子育て支援金条例の一部を改正する条
例の制定について

議 案
第13号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和6年度赤村一般会計補正予算（補正第7
号）

議 案
第15号

結

　
　果

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和7年度赤村住宅新築資金等貸付事業特
別会計予算

議 案
第21号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和7年度赤村後期高齢者医療特別会計予
算

議 案
第22号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
赤村議会の個人情報の保護に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

発 議
第 1 号

令和7年度赤村簡易水道事業会計予算
議 案
第23号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
令和6年度赤村国民健康保険特別会計補正
予算（補正第4号）

議 案
第16号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和6年度赤村後期高齢者医療特別会補正
予算（補正第1号）

議 案
第17号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和6年度赤村簡易水道事業会計補正予算
（補正第3号）

議 案
第18号

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○令和7年度赤村国民健康保険特別会計予算
議 案
第20号

令和7年度赤村一般会計予算
議 案
第19号

総務文教
常任委員会報告

産業経済厚生等
常任委員会報告
委員長

春本　雪夫
委員長

佐武　富實
　本定例会において、総務文教常任委員会に付託され
た案件を慎重に審議した結果、議案第15号及び議案
第19号は、全会一致で可決することに決定しました。

　本定例会において、産業経済厚生等常任委員会に付
託された案件を慎重に審議した結果、議案第16号から
議案第18号及び議案第20号から議案第23号は、全員
一致で可決することに決定しました。
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　　近
年
、
地
震
・
台
風
等
自
然
災
害

が
多
発
し
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て

い
る
。
そ
の
都
度
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
等
地
域
の
繋
が
り
が
重
要
視
さ

れ
て
い
る
。
隣
組
や
行
政
区
活
動
が

ま
す
ま
す
必
要
だ
と
考
え
る
。

赤
村
に
お
け
る
行
政
区
等
活
動

の
参
加
実
態
、
何
ら
か
の
事
情

で
参
加
出
来
な
い
家
庭
対
策
な
ど
村

と
し
て
の
見
解
を
お
尋
ね
す
る
。

道 

村
長

区
域
の
住
民
相
互
の
繋
が
り
や

環
境
整
備
、
集
会
所
等
の
維
持
管
理

な
ど
地
域
の
社
会
形
成
に
重
要
な
役

　

割
を
果
た
し
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
大
切
さ
は
認
識
し
て
い
る
。

近
年
行
政
区
、
隣
組
に
加
入
し
な
い

世
帯
が
増
加
し
て
い
る
。理
由
は
様
々

な
事
が
考
え
ら
れ
る
が
、
任
意
団
体

で
あ
り
住
民
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る

一
面
も
あ
る
。
村
政
運
営
に
大
切
な

問
題
な
の
で
私
自
身
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
取
っ
て
加
入
に
理
解
を
求
め
て

行
き
た
い
。

活
動
の
実
態
は
ど
う
な
の
か
。

田
中 

総
務
課
長

一
月
末
で
の
世
帯
数
は
1
4
4

8
戸
、
約
八
割
が
加
入
し
て
い
る
。

行
政
区
単
位
で
行
っ
て
い
る
清
掃
活

動
な
ど
は
役
場
だ
よ
り
、
行
政
無
線

等
で
活
動
参
加
の
呼
び
か
け
を
し
て

い
る
。
広
報
誌
等
の
配
布
は
役
場
窓

口
や
郵
便
局
、
農
協
窓
口
な
ど
で
対

応
し
て
お
り
今
後
も
加
入
促
進
に
努

め
て
参
り
ま
す
。

答
弁
を
聞
く
と
行
政
区
活
動
の

必
要
性
は
伝
わ
っ
て
き
た
。

　現
在
の
隣
組
・
行
政
区
活
動
は
長

い
間
続
い
て
来
た
歴
史
が
あ
る
が
今

ま
で
と
同
じ
組
織
・
や
り
方
で
成
り

　

立
つ
か
心
配
し
て
い
る
。
他
の
自
治

体
の
実
態
は
ど
う
な
の
か
。

田
中 

総
務
課
長

今
か
ら
五
年
く
ら
い
前
の
数

字
で
す
が
全
国
で
71
・
7
%
が
自
治

体
に
加
入
し
て
い
る
と
い
う
数
値
も

あ
り
ま
す
。
全
国
的
に
も
未
加
入
世

帯
は
増
加
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

新
規
転
入
者
等
へ
の
加
入
促

進
は
し
て
い
る
の
か
。

田
中 

総
務
課
長

転
入
手
続
き
の
際
、
隣
組
の

制
度
を
説
明
し
て
い
る
。

高
齢
化
で
活
動
が
出
来
な
い
、

迷
惑
を
か
け
る
か
ら
な
ど
が

理
由
で
隣
組
組
織
を
退
会
す
る
事
例

を
聞
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
に
見
守
り
が

出
来
る
行
政
区
活
動
は
益
々
重
要
に

な
る
と
思
う
。

　任
意
団
体
の
運
営
だ
か
ら
色
々
な

制
約
は
あ
る
と
思
う
が
運
営
費
の
公

的
助
成
な
ど
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

田
中 
総
務
課
長

区
長
会
な
ど
か
ら
も
要
望
が

あ
る
。
区
費
を
徴
収
し
て
運
営
し
て

　

い
る
が
光
熱
費
等
で
厳
し
い
状
況
に

な
っ
て
い
る
。

　令
和
6
年
度
か
ら
、
地
域
づ
く
り

事
業
で
支
援
し
て
い
た
10
万
円
を
使

途
を
問
わ
ず
使
え
る
よ
う
に
各
区
に

交
付
し
て
い
る
。

　今
後
も
何
ら
か
の
支
援
を
拡
充
し

て
参
り
た
い
。

皆
で
使
う
公
益
性
の
高
い
費
用
、

地
域
の
清
掃
活
動
に
か
か
る
費

用
、
防
犯
の
街
灯
費
用
な
ど
共
益
の

費
用
の
負
担
な
ど
恩
恵
に
預
か
る
者

の
努
力
と
行
政
の
負
担
を
含
め
検
討

し
て
貰
い
た
い
。

田
中 

総
務
課
長

研
修
視
察
等
で
先
進
地
の
視

察
な
ど
で
勉
強
し
た
い
。

他
町
の
広
報
誌
で
す
が
「
行
政

区
に
加
入
し
よ
う
」
と
い
う
記

事
が
あ
っ
た
。
ど
こ
の
自
治
体
で
も

問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
赤
村
で
も
記

載
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
お
願
い

し
た
い
。

田
中 

総
務
課
長

特
集
を
組
ん
だ
り
創
意
工
夫

し
て
参
り
ま
す
。

問

問問

問問

問問

答答 答

答答

答

答

大
場 

謙
一 

議
員

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

現
状
に
つ
い
て
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福
岡
に
よ
る
県
営
事
業
で
梅

ノ
木
溜
池
の
老
朽
化
と
災
害

復
旧
事
業
で
令
和
6
年
よ
り
令
和
10

年
の
5
カ
年
計
画
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

行
政
の
担
当
者
に
よ
る
地
元
へ
の
説

明
会
は
2
回
あ
り
ま
し
た
が
、
事
業

実
施
期
間
中
の
水
不
足
や
災
害
、
減

災
対
策
が
必
要
で
は
な
い
で
す
か
。

こ
の
件
に
つ
い
て
、 

①
赤
村
浄
水
施

設（
梅
ノ
木
浄
水
施
設
）の
源
水
確
保

②
農
業（
産
業
）水
や
生
活
用
水
の
確

保
③
事
業
実
施
期
間
の
災
害
な
ど

の
問
題
に
つ
い
て
お
尋
ね
致
し
ま

す
。

道 

村
長

　

事
業
実
施
期
間
中
の
水
不
足

や
災
害
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、

大
変
重
要
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

梅
ノ
木
浄
水
場
の
源
水
に
つ

い
て
は
、
溜
池
か
ら
の
取
水
が
で

き
な
い
期
間
は
、
十
津
川
の
上
流

の
平
山
池
か
ら
の
源
水
と
し
て
取

水
し
て
お
り
ま
す
。
生
活
用
水
の

確
保
に
つ
い
て
、
配
水
量
を
確
保

で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　平
山
水
利
に
つ
い
て
、
特
に
5

月
か
ら
9
月
ま
で
の
農
繁
期
の
浄

水
場
の
取
水
は
、
浄
水
場
に
必
要

最
低
限
の
取
水
と
考
え
、
水
田
の

農
業
用
水
に
影
響
が
出
な
い
よ
う

に
地
元
水
利
組
合
と
調
整
し
、
生

活
用
水
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

　ま
た
、
梅
ノ
木
溜
池
が
平
成
30

年
に
被
災
し
、
そ
の
後
も
災
害
発

生
の
可
能
性
で
危
険
溜
池
に
指
定

さ
れ
堤
体
工
事
中
で
す
。

赤
村
の
浄
水
源
は
主
に
楠
ノ

木
と
梅
ノ
木
の
水
源
で
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
が
、
梅
ノ
木
水
源
は

村
全
体
の
何
割
を
担
っ
て
い
ま
す
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

梅
ノ
木
浄
水
場
の
割
合
は
3

割
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

梅
ノ
木
溜
池
の
堤
体
工
事
期
間

中
の
梅
ノ
木
浄
水
場
の
取
水

（
3
割
）と
平
山
池
利
用
組
合
の
稲
作

に
必
要
な
農
業
用
水（
5
月
か
ら
9

月
）、
一
方
梅
ノ
木
溜
池
利
用
の
横
枕

水
利
組
合
よ
り（
13
・
0
h
a
）分
の

稲
作
に
必
要
な
水
の
確
保
の
相
談
が

あ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
3
団

体
が
利
用
す
る
平
山
池
の
現
状
は
厳

し
い
水
不
足
と
考
え
ま
す
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

平
山
池
の
現
状
に
つ
い
て
、

平
山
池
利
用
組
合
の
要
望
に
よ
り

貯
水
量
確
保
の
た
め
の
浚
渫
工
事

に
よ
り
、
余
分
に
貯
水
が
で
き
て

い
る
と
思
う
。

平
山
池
の
貯
水
量
は
3
万
ト

ン
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

梅
ノ
木
溜
池
は
70
年
前
に
建
設
さ
れ

13
万
5
千
ト
ン
で
す
。
堤
体
工
事
中

（
令
和
8
年
か
ら
令
和
9
年
）は
貯
水

が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
水
量

比
較
の
状
況
か
ら
水
不
足
は
厳
し
い

と
考
え
ま
す
。
梅
ノ
木
溜
池
は
赤
村

の
水
が
め
と
し
て
生
活
を
支
え
て
い

ま
す
。
水
不
足
を
前
提
に
十
津
川
、

大
伊
良
川
の
活
用
や
生
活
用
水（
浄

水
施
設
）の
配
水
、
節
水
の
計
画
に

必
要
な
人
材
、
予
算
措
置
な
ど
具
体

的
に
お
願
い
し
ま
す
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

令
和
8
年
、
令
和
9
年
の
気

象
状
況
に
よ
っ
て
計
画
す
べ
き
と

考
え
て
い
ま
す
。

令
和
7
年
度
は
、
人
事
異
動

に
よ
る
政
策
へ
の
影
響
な
ど

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
件
に
つ

い
て
、
村
の
執
行
者
ま
た
担
当
者
へ

事
務
引
継
ぎ
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

村
長
は
7
月
27
日
が
任
期
で

す
。
事
務
引
継
書
で
次
の
産
業
建

設
課
長
へ
懸
案
事
項
と
し
て
引
継

ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

赤
村
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
水

を
安
心
し
て
飲
む
こ
と
が
で

き
、
ま
た
産
業
水（
水
田
稲
作
）が
将

来
と
も
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
政
策
実

行
で
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問

問問 答答

問問 答答

答答

小
林 

慧 

議
員

赤
村
の
水
資
源
の

確
保
と
対
策
に
つ
い
て

問
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村
が
所
有
す
る
土
地
及
び
施
設
、

備
品
の
管
理
は
ど
の
よ
う
に
し

て
い
る
の
か
。

道 

村
長

　

村
有
地
の
総
面
積
は
1
2
4
万

4
0
0
㎡
で
ご
ざ
い
ま
す
。
福
岡
県

の
地
価
調
査
基
準
価
格
を
基
に
計
算

し
た
地
価
総
額
は
約
32
億
2
0
0
0

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
村
の
予
算

購
入
し
た
備
品
に
つ
い
て
は
、
村
の

備
品
台
帳
に
よ
り
各
課
ご
と
に
管
理

を
行
い
、
指
定
管
理
施
設
が
予
算
購

入
し
た
備
品
に
つ
い
て
は
、
各
施
設

ご
と
に
備
品
台
帳
を
作
成
し
て
管
理

を
し
て
い
ま
す
。

防
災
倉
庫
に
つ
い
て
、
食
料
、

飲
料
水
、
そ
の
他
の
取
り
扱
い

は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
。
賞
味

期
限
等
が
近
づ
い
た
物
品
は
ど
う
取
り

扱
い
を
し
て
い
る
の
か
。

田
中 

総
務
課
長

賞
味
期
限
単
位
で
台
帳
を
作
成

し
、
賞
味
期
限
が
切
れ
る
前
に
新
た

な
物
を
発
注
す
る
形
で
切
れ
目
の
な

い
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。
無
駄
に

な
ら
な
い
よ
う
に
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に

提
供
し
た
り
、
赤
小
中
学
校
の
学
校

の
中
の
教
材
と
し
て
利
用
し
た
り
適

正
な
処
分
を
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
フ
ー
ド
バ
ン
ク
の
行

き
先
は
ど
こ
で
す
か
。

田
中 
総
務
課
長

現
時
点
で
は
把
握
し
て
い
ま
せ

ん
。
担
当
者
か
ら
は
フ
ー
ド
バ
ン
ク

の
方
に
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。7

つ
の
地
区
に
防
災
倉
庫
が

あ
っ
て
、
そ
の
中
に
入
っ
て
い

る
総
額
の
金
額
が
わ
か
り
ま
す
か
。

田
中 

総
務
課
長

こ
の
場
で
正
確
な
数
字
を
申
し

上
げ
る
の
は
厳
し
い
ん
で
す
け
ど
、

約
28
万
円
分
の
食
料
品
の
購
入
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

村
が
管
理
し
て
い
る
前
ガ
原
の

分
譲
地
の
売
却
は
進
ん
で
い
ま

す
か
。溝

邉 

産
業
建
設
課
長

9
戸
の
分
譲
の
う
ち
3
戸
が
今

現
在
建
設
し
て
お
り
ま
す
。
残
り
6

軒
が
な
か
な
か
詰
ま
ら
な
い
。

早
く
売
却
し
て
も
ら
わ
な
い
と

令
和
7
年
の
予
算
で
約
77
万
円

位
で
す
か
ね
、管
理
費
、草
刈
り
に
使
っ

て
い
る
。
意
味
が
無
い
で
し
ょ
う
。
3

年
す
れ
ば
2
0
0
万
円
を
超
す
。
売
る

土
地
が
2
万
で
、
1
0
0
坪
で
2
0
0

万
で
何
も
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
費
用

対
効
果
全
く
無
い
で
す
よ
。
村
の
税
金

と
し
て
も
、
業
者
さ
ん
が
儲
か
る
。
言

い
方
が
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
草

刈
り
で
77
万
円
っ
て
ち
ょ
っ
と
高
い
か

安
い
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
う
い
う
お

金
を
出
さ
な
い
で
い
い
よ
う
に
早
く
売

却
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

赤
村
教
育
委
員
会
の
備
品
の
管

理
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
上

赤
分
校
の
備
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

上
野 
教
務
課
参
事

　

 
小
中
学
校
の
備
品
、
上
赤
分
校

も
含
め
て
備
品
管
理
シ
ス
テ
ム
で
管

理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

上
赤
分
校
は
休
校
か
ら
廃
校
に

な
る
ん
で
す
よ
、
そ
の
段
階
で

中
に
あ
る
備
品
、
机
と
か
椅
子
そ
う
い

う
の
を
売
る
こ
と
は
考
え
て
な
い
で
す

か
。

上
野 

教
務
課
参
事

　

 

備
品
自
体
結
構
古
い
物
が
多
い

の
で
、
今
後
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

上
赤
分
校
の
件
は
、
内
覧
会
で

も
開
い
て
広
報
に
載
せ
て
、
欲

し
い
人
は
持
っ
て
帰
っ
て
も
ら
う
と
か
、

廃
棄
処
分
に
し
た
ら
お
金
か
か
る
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
方
法
も
あ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
小
中
学
校
の
建

て
替
え
に
な
っ
た
と
き
、
莫
大
な
備
品

が
出
て
き
ま
す
よ
ね
。

上
野 

教
務
課
参
事

　

 

新
校
舎
の
建
設
に
関
し
ま
し
て
、

基
本
的
に
現
在
使
っ
て
い
る
椅
子
と

か
机
と
か
書
庫
は
、
今
後
も
使
え
る

も
の
は
引
き
続
き
当
然
使
用
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
学
校
と
協
議
し

て
ど
れ
を
不
用
品
に
す
る
の
か
、
先

程
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
譲
渡
会
と
か

い
う
も
の
も
考
え
て
今
後
決
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

問問問

問問問 答答

問問 答答

答答答

大
場 

信
司 

議
員

村
が
所
有
す
る
土
地
及
び

施
設
、備
品
の
管
理
に
つ
い
て

問答
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添田町立添田小学校・中学校新校舎落成式（添田町）
赤村立赤中学校入学式（村内）
赤村立赤小学校入学式（村内）　
例月出納検査・監査（住民センター）

5月
10日
11日
21日

築上郡町議会議員研修会（築上町）
赤村監査委員視察研修（大分県玖珠町）
町村監査委員協議会総会及び研修会（福岡市）
例月出納検査・監査（住民センター）
福岡県町村議会議長会定期総会（福岡市）
議会運営委員会（住民センター）
田川地区広域環境衛生施設組合議会定例会（大任町）
春本雪夫議員、春本敏典議員、浦野良一議員出席
田川郡東部環境衛生施設組合議会定例会（大任町）
春本雪夫議員、大場信司議員、春本敏典議員、
浦野良一議員出席

6日
13日～14日

14日
21日

26日
27日

赤村議会議員　　　出席行事2月

福岡県田川地区消防組合議会定例会（田川市）
大場謙一議員出席
田川地区斎場組合議会定例会（大任町）
中村勇紀議員出席
第23回赤村議会定例会（議場　他）
赤村立赤中学校卒業証書授与式（村内）
赤村立赤小学校卒業式（村内）
例月出納検査・監査（住民センター）
赤村立赤小学校上赤分校閉校式（村内）

3日

5日～11日
7日
13日
21日
29日

赤村議会議員　　　出席行事3月

赤村議会議員　　　出席行事4月

例月出納検査・監査（住民センター）
行政監査　現地確認（村内他）
町村議会議長・副議長研修会（東京都）
筑豊横断道路建設促進期成会定期総会（福岡市）
福岡県町村議会議長会臨時総会（福岡市）

21日
22日
27日
28日
30日

赤村議会議員　　　出席行事予定5月

６月赤村議会定例会（議場　他）
例月出納検査・監査（住民センター）

上旬
20日

赤村議会議員　　　出席行事予定6月

　3月3日㈪に田川地区消防本部で開会され、財産の取得（川崎水槽車）の契約変更に関する議案や工事請負
契約（田川地区・中間市消防指令センター新庁舎建設工事）の締結に関する議案等11議案について、慎重審議
の結果、すべて原案のとおり可決されました。

令和7年 第１回福岡県田川地区消防組合議会定例会 ）（ 大場謙一議員 出席

　3月3日㈪に田川地区消防本部で開会され、管理者専決処分の報告並びに承認を求めることについて〔令
和6年度田川地区斎場組合補正予算書（第3号）〕の議案等7議案について、慎重審議の結果、すべて原案の
とおり可決されました。

令和7年 第１回田川地区斎場組合議会定例会

　2月27日㈭に田川地区クリーンセンターで開会され、令和7年4月1日より施行する改正田川地区広域環境
衛生施設組合規約に基づき新ごみ処理施設等が稼働することに伴う田川地区広域環境衛生施設組合一般廃
棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例に関する議案等16議案について、慎重審議の結果、すべて
原案のとおり可決されました。

令和7年 田川地区広域環境衛生施設組合議会 第1回定例会 出席）（春本雪夫議員、春本敏典議員
浦野良一議員

　2月27日㈭に田川地区クリーンセンターで開会され、組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処
理する事務の変更等に伴う田川郡東部環境衛生施設組合公告式条例等の一部を改正する条例に関する議案等
7議案について、慎重審議の結果、すべて原案のとおり可決されました。

令和7年 田川郡東部環境衛生施設組合議会 第1回定例会 出席）（春本雪夫議員、大場信司議員
春本敏典議員、浦野良一議員

）（ 中村勇紀議員 出席
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〇議会広報委員会　委員長 / 馬田和博　　副委員長 / 原　隆康　　委　員 / 佐武富實　大場信司

　赤村監査委員視察研修が2月13日（木）に大分県玖珠町社会
福祉協議会で行われ、太田壽代表監査委員と佐武富實監査委
員が出席しました。
　玖珠町社会福祉協議会では、地域住民のちょっとした困りごと
を同じ地域住民が支援する仕組み「くらしのサポートセンター」
を4地区でつくっていました。
　「くらしのサポートセンター」が行う支援は、ゴミ出し、窓ふき、
片付けなどの屋内で行うものから、草刈り、庭木の剪定、買い物
代行や通院、買い物などの屋外で行うものまで多岐にわたっており、高齢化が進む中、地域コミュニティの活用・
充実を図り、住民同士で助け合い協力し合う体制が構築されていました。今後、監査委員の立場から村が行
う社会福祉やまちづくりの推進・振興に係る事業に対して指導・助言する上で大変有意義な研修となりました。

赤村監査委員視察研修

　2月14日（金）赤村監査委員　佐武富實　氏が、多年にわた

り監査委員として職務に精励し、福岡県町村監査委員協議会の

発展に寄与した功績が認められ、福岡県町村監査委員協議会

表彰を受賞されました。誠におめでとうございます。

福岡県町村監査委員協議会表彰

　2月21日（金）赤村議会議長　浦野良一　氏が、多年にわた

り議会議員として地方自治の振興発展に貢献され、全国町村議

会議長会及び福岡県町村議会議長会の発展に寄与した功績が

認められ、自治功労者表彰を受賞されました。誠におめでとう

ございます。

全国町村議会議長会及び福岡県町村議会議長会自治功労者表彰

　福岡県町村監査委員協議会総会が2月14日（金）に福岡県自治
会館で開催され、太田壽代表監査委員と佐武富實監査委員が出
席しました。
　木村太吉会長（京都郡みやこ町代表監査委員）のあいさつで
始まり、令和6年度会務報告、令和7年度福岡県町村監査委員協
議会事業計画及び歳入歳出予算及び監査機能の充実強化に関す
る決議について審議され、議案の承認を得て閉会しました。
　総会終了後、塩塚公認会計士事務所所長　塩塚正康　氏によ
る「町村監査委員に求められる重点項目と実践的監査技法」と題して研修会が行われ、監査委員監査充実の
ために必要な財務事務の適正性確保や社会環境の変化に応じて、町村運営の改善やイノベーションに繋がる
指摘・意見を発信することの重要性について学びました。
　また、監査における過去の指摘事項、過去に発生した事象等、把握した内部統制の状況を踏まえて、リスク
の検討を採用することの重要性についても説明していただきました。

福岡県町村監査委員協議会総会


